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堤根処理センター内に設置されている
    川崎生活環境事業所

（１）普通ごみ・資源物等の収集運搬 

生活環境事業所では、月曜日から土曜日にかけて、地域ごとに普通ごみや資源物（空き缶・ペッ

トボトル、空き瓶、ミックスペーパー、プラスチック製容器包装）等の分別収集を行っています。

（２）減量・リサイクルに関する普及啓発 

出前ごみスクールやふれあい出張講座を通じ、町内会や自治会など地域の方々と連携しなが

ら、減量・リサイクルに関する普及啓発等を行っています。

川崎生活環境事業所の廃止により、川崎区及び幸区では、普通ごみ、資源物等の収集曜日、収

集ルートの変更が必要となりますが、地域の皆様に御理解と御協力をいただけるよう、丁寧に説

明し周知を図っていく予定です。 

（１）収集曜日等の変更

・収集量のバランス等を考慮した収集曜日の見直しを行います。

・安全面や地域特性に配慮した収集運搬ルートの見直しを行います。

（２）市民への広報・周知

・収集日、収集ルートの変更にあたっては、地域に対して丁寧に説明し周知を図っていきます。 

・周知にあたっては、全町内会連合会、関係の区町内会連合会などに対して、順次、情報提供を

行うとともに、地域のリサイクルリーダーである廃棄物減量指導員に向けても情報提供を行いな

がら、順を追って地域の皆様に周知を図ってまいります。

■現在、ごみや資源物の収集、減量、リサイクル等に関する地域の拠点として、市内に５つの生活環境事業所を設置しています。 
■５つの生活環境事業所のうち、堤根処理センターに併設されている川崎生活環境事業所は、堤根処理センターの解体・建設工事により使用不能となるため、平成 31年度から廃止し、南部生活環境事業所と中原生活環
境事業所に機能の統合を予定しています。 
■この統合により、川崎区及び幸区では、普通ごみ、資源物等の収集曜日、収集ルートの変更が必要となりますが、地域の皆様に御理解と御協力をいただけるよう、丁寧に説明し周知を図っていく予定です。

２ 生活環境事業所の主な業務内容 

３ 川崎生活環境事業所の廃止 

町丁名 月 火 水 木 金 土

Ａ 地 区 普通ごみ
缶・ペット
びん

× 普通ごみ プラ容器
ミックス
ペーパー

Ｂ 地 区 普通ごみ
ミックス
ペーパー

缶・ペット
びん

普通ごみ × プラ容器

Ｃ 地 区
缶・ペット
びん

普通ごみ プラ容器
ミックス
ペーパー

普通ごみ ×

D 地 区 プラ容器 普通ごみ
ミックス
ペーパー

× 普通ごみ
缶・ペット
びん

E 地 区
ミックス
ペーパー

× 普通ごみ プラ容器
缶・ペット
びん

普通ごみ

F 地 区 × プラ容器 普通ごみ
缶・ペット
びん

ミックス
ペーパー

普通ごみ

４ 収集曜日の変更に向けた考え方 

川崎駅

幸区

川崎区

中原生活環境事業所の所管へ 

南部生活環境事業所の所管へ 

普通ごみの収集作業 出前ごみスクール ふれあい出張講座 

川崎生活環境事業所は、堤根処理センターに併設されてい

るため、同センターの解体・建設工事により使用不能となり

ます。そのため、平成 31 年度から川崎生活環境事業所を廃

止し、南部生活環境事業所は川崎区全域、中原生活環境事業

所は幸区・中原区を所管する予定です。

１ 生活環境事業所の配置と所管地域


